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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物又は構築物の壁面に沿って植物を設置するための壁面花壇構造体であって、
　底面及び側面に通水のため複数の貫通孔が形成されており、植物の根部が通水性を有す
る通水性素材で被覆された植物を収容する植物収容鉢と、
　上面が開口されており、複数の前記植物収容鉢を自由な位置に載置するために前面から
背面側に向かって下り傾斜した傾斜部、前記傾斜部の下端側において凹部を有して形成さ
れ、一定水量の水を溜める水溜部、及び前記水溜部に溜まりきらない水を排水する排水口
を有する箱状体と、を備え、
　前記箱状体には、その背面において、固定具を用いて建物又は構築物の壁面に取り付け
るための複数の挿通穴が形成され、その左右の側面において、固定具を用いて左右方向に
他の箱状体と連結可能とするため、又は固定具を用いて前記箱状体を上下方向の複数段に
設置可能な外枠体と連結するための複数の挿通穴が形成される、ことを特徴とする壁面花
壇構造体。
【請求項２】
　前記水溜部と前記通水性素材とを繋げ、前記水溜部に溜まった水を前記通水性素材に吸
い上げるための吸水紐をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の壁面花壇構造体。
【請求項３】
　前記外枠体は建物又は構築物の壁面に取り付けられることを特徴とする請求項１又は２
に記載の壁面花壇構造体。
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【請求項４】
　植物の根部を、通水性を有する通水性素材で被覆する工程と、
　前記通水性素材で被覆された植物を、底面及び側面に通水のため複数の貫通孔が形成さ
れた植物収容鉢に収容する工程と、
　上面が開口されており、複数の前記植物収容鉢を自由な位置に載置するために前面から
背面側に向かって下り傾斜した傾斜部、前記傾斜部の下端側において凹部を有して形成さ
れ、一定水量の水を溜める水溜部、及び前記水溜部に溜まりきらない水を排水する排水口
を有する箱状体に、前記植物収容鉢を収容する工程と、を含み、
　前記箱状体には、その背面において、固定具を用いて建物又は構築物の壁面に取り付け
るための複数の挿通穴が形成され、その左右の側面において、固定具を用いて左右方向に
他の箱状体と連結可能とするため、又は固定具を用いて前記箱状体を上下方向の複数段に
設置可能な外枠体と連結するための複数の挿通穴が形成される、ことを特徴とする壁面花
壇形成法。
【請求項５】
　固定具を用いて左右方向に連結可能な複数の前記箱状体を、上下方向の複数段に設置可
能な前記外枠体に設置する工程と、
　前記外枠体を建物又は構築物の壁面に取り付ける工程と、をさらに含むことを特徴とす
る請求項４記載の壁面花壇形成法。
【請求項６】
　前記水溜部と前記通水性素材とを繋げ、前記水溜部に溜まった水を前記通水性素材に吸
い上げるための吸水紐を備えることを特徴とする請求項４又は５に記載の壁面花壇形成法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物や構築物の壁面に沿って設置することによって、その壁面を緑化する
壁面花壇構造体、及びこの壁面花壇構造体を用いた壁面花壇形成法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、建物や構築物の壁面に沿って緑を設置する壁面緑化が盛んになってきている。こ
の壁面緑化による効果は様々であり、緑に囲まれた空間にすることにより癒しやリラック
ス効果が生じる以外にも、都市部の気温の上昇を防ぐヒートアイランド対策、夏期には室
温の上昇を抑えて冬期には外に温度が逃げるのを防ぐという省エネ対策などの効果が期待
されている。このため、壁面緑化は、今後、益々普及が進むものと予測される。
【０００３】
　壁面緑化の構造に関しては様々な技術が開示されており、例えば、所定の大きさの容器
に複数の植物を植え込み、この容器を壁面に垂直状に取り付けることにより壁面緑化を実
現する壁面緑化装置が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、壁面に植物の収納部を設置し、収納部の設置や取り外しが容易であり、設置位置
を自由に選べることができる壁面緑化システムが開示されている（例えば、特許文献２参
照）。
【０００５】
　さらに、一定の大きさを有する嵌挿穴をもつ基枠を多数連接して壁面状基盤を形成し、
その嵌挿穴に嵌合する鉢状体をはめこんで壁面緑化花壇を作る技術が開示されている（例
えば、特許文献３参照）。この種の技術は、植物を植えた鉢を壁面に設けたジョイントパ
ネルに、いわゆるカセット式でセットすることが可能な壁面緑化システム（例えば、非特
許文献１参照）に応用されている。
【０００６】
またさらに、水分を略均等に吸収保持できる特殊な素材に植物を植込み、これを多くの嵌
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挿穴をもつ壁面パネルに設置する壁面緑化システムも開示されている（例えば、非特許文
献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－２２９４６５号公報
【特許文献２】特開２０１２－６０９４２号公報
【特許文献３】実用登録１９５３５２８号
【非特許文献１】“カセット式壁面緑化システム”[平成２４年８月２４日検索]、インタ
ーネット＜ＵＲＬ：http://www.itoshoji.co.jp/greenwall/index.html＞
【非特許文献２】“壁面緑化システム”[平成２４年８月２４日検索]、インターネット＜
ＵＲＬ：http://www.suntory.co.jp/midorie/wall/index.html＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１に示す壁面緑化においては、培養土や軽石状体を容器に
充填し、壁面に設置する作業が伴う。この場合、高所部分などでは危険が伴い作業効率が
悪く、また、植え替えや培養土を取り出して新しいものと入れ替える場合など、現場作業
に長時間を要するという問題がある。
【０００９】
　そして、上記特許文献２においては、壁面に植物を植え替える際に、根部の植え痛みが
生じる場合がある。この場合、壁面に植えられた植物が、植え替えによるダメージを克服
して再生し美しくなるまでに時間を要し、その間、他の植え替えしない植物との差が生じ
、壁面花壇の美観を損ねるという問題がある。
【００１０】
　また、上記特許文献３、非特許文献１や非特許文献２に示すように、複数の嵌挿穴を有
する壁面状基盤を用いる壁面緑化システムでは、植物鉢を入れる嵌挿穴の場所が予め全て
決まっている。このため、この種の壁面緑化システムは大面積の壁面緑化花壇を形成する
には機能的で便利である一方、壁面花壇として設置される植物の位置の変更や微妙なデザ
インが困難となり、小規模で詳細なデザインの壁面花壇を作るには不向きである。
【００１１】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、作業効率が良く、植物の植え替え時
の根痛みを防止し、且つ壁面花壇のデザイン性を高くできる壁面花壇構造体を提供するこ
とを目的とする。また、この壁面花壇構造体を用いた壁面花壇形成法を提供することをも
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため本発明は、建物又は構築物の壁面に沿って植物を設置するため
の壁面花壇構造体であって、底面及び側面に通水のため複数の貫通孔が形成されており、
植物の根部が通水性を有する通水性素材で被覆された植物を収容する植物収容鉢と、上面
が開口されており、複数の前記植物収容鉢を自由な位置に載置するために前面から背面側
に向かって下り傾斜した傾斜部、前記傾斜部の下端側において凹部を有して形成され、一
定水量の水を溜める水溜部、及び前記水溜部に溜まりきらない水を排水する排水口を有す
る箱状体と、を備え、前記箱状体には、その背面において、固定具を用いて建物又は構築
物の壁面に取り付けるための複数の挿通穴が形成され、その左右の側面において、固定具
を用いて左右方向に他の箱状体と連結可能とするため、又は固定具を用いて前記箱状体を
上下方向の複数段に設置可能な外枠体と連結するための複数の挿通穴が形成されることを
特徴とする。
【００１３】
　また、この壁面花壇構造体において、前記水溜部と前記通水性素材とを繋げ、前記水溜
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部に溜まった水を前記通水性素材に吸い上げるための吸水紐をさらに備えることが好まし
い。
【００１４】
　また、この壁面花壇構造体において、前記外枠体は建物又は構築物の壁面に取り付けら
れることが好ましい。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために本発明は、植物の根部を、通水性を有する通水性素材
で被覆する工程と、前記通水性素材で被覆された植物を、底面及び側面に通水のため複数
の貫通孔が形成された植物収容鉢に収容する工程と、上面が開口されており、複数の前記
植物収容鉢を自由な位置に載置するために前面から背面側に向かって下り傾斜した傾斜部
、前記傾斜部の下端側において凹部を有して形成され、一定水量の水を溜める水溜部、及
び前記水溜部に溜まりきらない水を排水する排水口を有する箱状体に、前記植物収容鉢を
収容する工程と、を含み、前記箱状体には、その背面において、固定具を用いて建物又は
構築物の壁面に取り付けるための複数の挿通穴が形成され、その左右の側面において、固
定具を用いて左右方向に他の箱状体と連結可能とするため、又は固定具を用いて前記箱状
体を上下方向の複数段に設置可能な外枠体と連結するための複数の挿通穴が形成される壁
面花壇形成法であることを特徴とする。
【００１６】
　また、この壁面花壇形成法において、固定具を用いて左右方向に連結可能な複数の前記
箱状体を、上下方向の複数段に設置可能な前記外枠体に設置する工程と、前記外枠体を建
物又は構築物の壁面に取り付ける工程と、をさらに含むことが好ましい。
【００１７】
　また、この壁面花壇形成法において、前記水溜部と前記通水性素材とを繋げ、前記水溜
部に溜まった水を前記通水性素材に吸い上げるための吸水紐を備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る壁面花壇構造体によれば、上面が開口され、複数の植物収容鉢を載置する
ための傾斜部、傾斜部の下端側において水を溜める水溜部、及び水溜部に溜まりきらない
水を排水する排水口を有する箱状体に、通水性素材で被覆された植物が収容される。この
構成により、本件発明では、作業効率が良く、植物の植え替え時の根痛みを防止し、且つ
壁面花壇のデザイン性を高くできる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係る壁面花壇構造体の斜視図である。
【図２】（ａ）同上壁面花壇構造体に用いる通水性素材の使用状態を示す図、（ｂ）及び
（ｃ）同上壁面花壇構造体に用いる植物収容鉢の斜視図である。
【図３】（ａ）同上壁面花壇構造体に用いる箱状体の斜視図、（ｂ）同上箱状体の平面図
、（ｃ）同上箱状体の側面図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）同上壁面花壇構造体の使用状態を説明する図である。
【図５】（ａ）同上壁面花壇構造体に用いる外枠体の一例を示す図、（ｂ）外枠体の他の
一例を示す図である。
【図６】外枠体の更に他の一例を示す図である。
【図７】（ａ）同上外枠体の平面図、（ｂ）同上外枠体の正面図、（ｃ）同上外枠体のＡ
－Ａ線断面図である。
【図８】同上壁面花壇構造体の使用時の正面図である。
【図９】同上壁面花壇構造体の使用時の正面図である。
【図１０】他の形状を有する箱状体の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の実施の形態に係る壁面花壇構造体について図面を参照して説明する。図１に示
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すように、壁面花壇構造体１は、建物や、コンクリートの要壁、仮設の足場の壁面などの
構築物の壁面に沿って植物を設置（壁面緑化）するために用いられる。このような壁面緑
化は近年普及が進んでおり、植物による癒し、リラックス効果以外にも、省エネ効果や、
ヒートアイランド現象の緩和、紫外線による建築物の劣化を防止する効果が期待されてい
る。
【００２１】
　壁面花壇構造体１は、植物を収容するための箱状体２を複数備えている。また、図２に
示すように、収容される植物の根部は、通水性を有する通水性素材３で被覆され、矢印Ｙ
に示す方向で植物収容鉢４に収容される。通水性素材３として、厚さ１～２ｃｍ程度のス
ポンジ状ウレタンフォームなどが挙げられる。
【００２２】
　植物収容鉢４は、図２（ｂ），（ｃ）に示すように、底面及び側面に通水のため複数の
貫通孔４ａ，４ｂが形成されている。図２において、植物収容鉢４は、例えば、その上部
開口側が正八角形状となり、底面側には正八角形状の貫通孔４ａ、側面には矩形状の貫通
孔４ｂが複数形成されている。
【００２３】
　なお、植物の根部を通水性のスポンジ状素材で巻いたり挟んだりして栽培する手法は水
耕栽培農法等でも一般的になされている。そして、植物を利用する場合、培養土を用いた
ポットから取り出し根部の培養土が散乱しないようにスポンジ状物質で巻くこともある。
しかし、このままの状態では、後々の作業等で毛細根部と培養土やスポンジとの接触点が
動く可能性があり、目に見えない部分ではあるが植物にはストレスになり、新たな毛細根
と培養土とのバランスがくずれる可能性がある。
【００２４】
　一方、本実施の形態に係る壁面花壇構造体１では、図２に示すように、スポンジ等の通
水性素材３で植物の根部を被覆した状態で、植物収容鉢４に収容して養生した後、壁面花
壇を設置する現場への搬入、飾りつけ等をすることができる。このため、後々の作業等で
毛細根部と培養土や通水性素材３との接触点が動いて植物にストレスを与えることを確実
に防止する。その結果、新たな毛細根と培養土とのバランスがくずれ、植物のストレスが
解消されるまでに数日要するという事態を防止できるという効果を奏する。
【００２５】
　次に、植物収容鉢４が収容される箱状体２に関して図３を参照して説明する。箱状体２
は、上面が開口されており、複数の植物収容鉢４を載置するための傾斜部２ａ、傾斜部２
ａの下端側において水を溜める水溜部２ｂ、及び水溜部２ｂに溜まりきらない水を排水す
る排水口２ｃを有している。また、箱状体２の背面及び左右の側面には、所定位置におい
て、後述の固定具が挿通される挿通穴２ｄが複数形成されている。この箱状体２は、例え
ば、樹脂を原料に用いて成形したものであり、正面視において、高さ１２５ｍｍ、幅２４
８ｍｍ、奥行き１５０ｍｍ程度の大きさとなる。なお、図３に示す箱状体２には、その側
面上側に複数のスリットが形成されているが、これらスリットは無くても構わない。
【００２６】
　そして、図４に示すように、植物収容鉢４の側面を傾斜部２ａ上に載置して、複数の植
物収容鉢４を箱状体２の内部に収容する。また、花株などの植物を収容した植物収容鉢４
を箱状体２に収容したとき、隣接する植物収容鉢４との間に出来る間隙にスポンジ５や軽
石６など軽量で吸水性のある物質を充填することにより、植物の根部の水分状態を一定に
保持することができる。さらに、箱状体２の水溜部２ｂに珪酸塩白土７などを入れて溜ま
っている水が腐るのを防ぐことができる。
【００２７】
　また、図４（ａ）に示すように、通水性素材３に、箱状体２の水溜部２ｂと繋がり、水
溜部２ｂに溜まった水を通水性素材３に吸い上げるための吸水紐８を取り付ける場合があ
る。この吸水紐８の素材としては、例えば、不織布や、吸水性や水上げ能力の優れたスポ
ンジなどが挙げられる。
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【００２８】
　通常、通水性素材３は毛細管現象により水を吸い上げる力があると同時に通気性もある
ため植物の根が生育するには充分な条件を備えている。しかし、通水性素材３が水溜部２
ｂの水に充分に接触する場合、植物にとって過湿となる場合がある。特に、温度が低く成
長期でない状態時には過湿状態の場合、根部は窒息状態となり、元気な状態を保持するこ
とは難しい。
【００２９】
　従って、植物収容鉢４の底部が直接、水溜部２ｂの水面部分に接していない状態で必要
な水分を吸い上げることができるように、毛細管現象を有する吸水紐８を、植物収容鉢４
から垂れ下げる状態で巻き込んでおき、その先端を水溜部２ｂに入れる。この状態では、
吸水紐８を介して必要な水分のみが、確実に植物の根部を被覆する通水性素材３に吸い上
げられるため、決して過湿にならないという大きな利点がある。
【００３０】
　なお、吸水紐８は、壁面花壇構造体１においては必須の構成ではない。すなわち、植物
収容鉢４の底面側の通水性素材３が一部、水溜部２ｂに接触する場合や、植物収容鉢４と
植物収容鉢４の間に乾燥防止などのため詰め込んだスポンジ５などを介して通水性素材３
に吸水できる場合には、特に吸水紐８がなくても適切な水分調整が可能となる状態を維持
できるからである。
【００３１】
　次に、本実施の形態に係る壁面花壇構造体１の使用状態に関して説明する。図１に示す
場合、壁面花壇構造体１は、箱状体２が建物又は構築物の壁面に固定具などを用いて直接
取り付けられて構成される。また、図５，６に示す場合、壁面花壇構造体１は、ネジとナ
ットなどの固定具１０を用いて左右方向に連結可能な複数の箱状体２を、上下方向の複数
段に設置可能な外枠体９をさらに備え、この外枠体９を建物又は構築物の壁面に取り付け
ている。
【００３２】
　例えば、図５（ａ）に示すように、鉄枠の中に３列６段の箱状体２を収容した壁面花壇
形成用の外枠体９とし、このパネル状の外枠体９を壁面に複数枚設置すれば広面積の壁面
花壇構造体１を実現できる。なお、図５（ａ）に示す外枠体９は、例えば、鉄やアルミを
原料に用いて成形したものである。また、図５（ｂ）に示すように、タテ型額縁状の外枠
体９の中に、１列１０段の箱状体２を収容した形状も考えられる。
【００３３】
　さらに、図６に示す場合、壁面花壇構造体１が、額縁状の外枠体９の中に、４列３段の
箱状体２を収容した形状を有する。この外枠体９は、図７（ａ）～（ｃ）に示すように、
例えば、厚さ３ｍｍ程度のＦＲＰ樹脂を用いて一体成形される。また、外枠体９の背面に
は、固定具１０ａを用いて箱状体２を取り付ける際、固定具１０ａの頭部が背面から突出
することを防止するための凹凸形状が形成されている。なお、外枠体９は、例えば、アル
ミ等を用いて作成することもでき、正面視からの高さ６０ｃｍ、幅１２０ｃｍ、奥行き１
０ｃｍ程度の大きさとなる。
【００３４】
　次に、本実施の形態に係る壁面花壇構造体１を用いた壁面花壇形成法に関して説明する
。この壁面花壇形成法は、上述のように、最初に、植物の根部を、通水性を有する通水性
素材３で被覆する工程と、通水性素材３で被覆された植物を、植物収容鉢４に収容する工
程と、箱状体２に、植物収容鉢４を収容する工程とを含んでいる。また、箱状体２は、建
物又は構築物の壁面に取り付けられる。
【００３５】
　さらに、固定具１０を用いて左右方向に連結可能な複数の箱状体２を、上下方向の複数
段に設置可能な外枠体９に設置する工程と、外枠体９を建物又は構築物の壁面に取り付け
る工程と、をさらに含む場合がある。
【００３６】
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　以上の説明のように、本実施の形態に係る壁面花壇構造体１においては、植物の根部を
通水性素材３で被覆し、これを貫通孔４ａ，４ｂを有する植物収容鉢４に収容し、さらに
植物収容鉢４を箱状体２の内部に収容する。この構成により、壁面花壇製作時の作業効率
が良く、また、植物の植え替え時の根痛みを防止できる。
【００３７】
　例えば、本実施の形態に係る壁面花壇構造体１に使用する植物は、生産農家の温室など
、別の生育環境のいい場所で、予め根部を通水性素材３で巻いて生育させ、植物収容鉢４
に収容される。従って、現場で植え替える等の必要が無く、簡単に現場で植物収容鉢４を
箱状体２に収容するのみであり、作業性が極めて高く、植物の植替えによる植え痛みも皆
無である。
【００３８】
　また、花期の終わった花株や病気等でいたんだ花株の交換に関しても、現場での植え替
えは効率的ではなく、その部分のみが幼苗状態であったりすると他部分とのバランスも悪
く、見栄えの悪いこととなる。本実施の形態に係る壁面花壇構造体１を用いることで、植
物収容鉢４を交換するだけで、極めて容易に花株を交換することができ、作業効率が良い
。
【００３９】
　そして、本実施の形態に係る壁面花壇構造体１では、特徴的な構造の箱状体２を用いる
ため、植物収容鉢４の配置に関する自由度が大きい。このため、図８及び図９に示すよう
に、壁面緑化において、従来の壁面花壇とは全くレベルの違う、極めてデザイン性の高い
作品作りが可能となる。
【００４０】
　特に、本実施の形態に係る壁面花壇構造体１は、小規模なディスプレイ用などの場合、
上下左右の植物位置との関連で、自由に植物収容鉢４の位置を動かせるという極めて大き
なメリットがある。なお、主になる植物収容鉢４に収容した植物以外にも、箱状体２の内
部隙間を利用して植物の根部をスポンジ等で巻いた補植用植物を用いて、更なる植え込み
デザインの補充ができる。この場合においても、極めてデザイン完成度の高い壁面花壇の
ディスプレイを実現することが可能である。
【００４１】
　また、本実施の形態に係る壁面花壇構造体１では、イベント等の装飾には生産農家で育
成開花させた最も見ごろのものを搬入して設置でき、極めてデザイン完成度を高くできる
。特に、四季の季節の変わり目等に於いては別の場所で花株を養生育成し、それを壁面花
壇構造体１に移し変えることで、最も効果的な利用方法ができる。
【００４２】
　例えば、バラなどは、普通５月中旬に自然咲きとなるが温室で咲かせたものは真冬でも
供給されているため、それを壁面花壇構造体１に設置して、直接霜が当たらない場所で気
温の低い３月頃から飾ることが出来る。この場合、温度が低いため、通常の倍位、すなわ
ち１ヶ月位は花持ちするという効果を奏すると共に、壁面花壇の鑑賞者に対して「季節の
先取り」のような雰囲気を提供できる。また、アジサイの場合も同様であり、自然咲きの
場合、６月下旬～７月上旬であるが、温室で生産されたものを植物収容鉢４に収容し、こ
れを箱状体２に設置することで、４～５月から長期に亘ってアジサイを壁面花壇の鑑賞者
に提供できる。
【００４３】
　さらに、例えば、インパチエンスやベゴニアのような初夏の草花の場合、まだ寒さの残
る４月上旬に植えた場合、万一寒さに会うと大きなダメージを受け、回復し始めるのに１
ヶ月位の時間を要する。そこで、遅露の心配の無くなる４月下旬～５月上旬までフレーム
等の施設内で生育させ、完全な開花大株の状態で植物収容鉢４に移し変えて、これを箱状
体２に収容することで、イベントなどに合わせて花株を、壁面花壇構造体１にディスプレ
イすることが可能となる。
【００４４】
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　なお、本発明は、上記実施形態の構成に限られず、発明の趣旨を変更しない範囲で種々
の変形が可能である。例えば、箱状体２の形状は、これに限定されるものではなく、図１
０に示すように、傾斜部２ａを２箇所に設け、この箱状体２を設置することで、壁面の両
側から、花株の美しいデザインを提供できる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　壁面花壇構造体
　２　箱状体
　２ａ　傾斜部
　２ｂ　水溜部
　２ｃ　排水口
　２ｄ　挿通穴
　３　通水性素材
　４　植物収容鉢
　４ａ，４ｂ　貫通孔
　５　スポンジ
　６　軽石
　７　珪酸塩白土
　８　吸水紐
　９　外枠体
　１０，１０ａ　固定具

【要約】
【課題】壁面花壇構造体において、作業効率が良く、植物の植え替え時の根痛みを防止し
、且つ壁面花壇のデザイン性を高くする。
【解決手段】壁面花壇構造体１は、底面及び側面に通水のため複数の貫通孔が形成されて
おり、植物の根部が通水性を有する通水性素材３で被覆された植物を収容する植物収容鉢
４と、上面が開口されており、複数の植物収容鉢４を載置するための傾斜部２ａ、傾斜部
２ａの下端側において水を溜める水溜部２ｂ、及び水溜部２ｂに溜まりきらない水を排水
する排水口を有する箱状体２とを備える。この構成により、壁面花壇構造体１において、
作業効率が良く、植物の植え替え時の根痛みを防止し、且つデザイン性を高くできる。
【選択図】図４
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【図３】 【図４】
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【図７】

【図１０】
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